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センター代表 杉浦 康晴 

スポーツ選手に学ぶ 

 今年の夏は去年と比べて、若干過ごしやす

かったように思います。本格的な暑さになっ

たのが８月に入ってからということもあり、

あっという間に夏が終わったような気がしま

す。少しずつではありますが厳しい暑さも緩

み、過ごしやすくなってきました。これから

はスポーツ、グルメ、読書など楽しみの多い

季節となります。当センターでも「秋の康友

会行事」を企画しております。是非ご一緒に

秋の琵琶湖と近江牛グルメをお楽しみいただ

ければと存じます。 

 さて、先月、日本が歓喜に沸いた女子ゴル

フの渋野日向子選手の全英オープン優勝はゴ

ルフに興味のない方も記憶に残っているので

はないでしょうか。全英オープン優勝までの

ストーリーはドラマの筋書きとしてもやり過

ぎではないかと思うくらいです。ニュースや

新聞などで何度も目にされたと思いますが、

昨年プロテストに合格したばかりの２０歳の

渋野選手は初の海外試合、しかもメジャー優

勝は樋口久子選手以来４２年ぶりという快挙

を成し遂げました。男子ゴルフの松山英樹選

手を始め、海外での試合で活躍している有名

な選手は多くいますが、メジャー優勝となる

となかなか難しいものです。それが経験が少

なく、初の海外試合での優勝となると話題に

なるのは当然のことですが、なぜ優勝できた

のか、そこが関心のあるところです。テレビ

で観戦しましたが、ゴルフスウィングが理想

的できれいだと思います。また、もともとソ

フトボールをやっており、体のバランスや筋

力といった面で優れていたこともあります

が、注目されるのはやはりその精神力、メン

タル面ではないでしょうか。ゴルフはメンタ

ル面が重要なスポーツです。そんな中、渋野

選手はスマイルシンデレラと言われるほど、

常に笑顔でラウンドしており、大舞台を緊張

というよりリラックスして試合を楽しんでい

ると見ているこちらまで伝わってきました。  

高校野球を見ていても感じられることですが

いかに試合を楽しむかというのは大変重要な

ことだと思います。私自身、小さい頃からス

ポーツをやってきたのでよくわかりますが、

大事な試合というのは緊張が伴います。そこ

でいかにリラックスできるか、力みすぎずに

普段通りの力を出せるようなメンタルを持つ

ことは簡単なようで簡単ではありません。自

分をコントロールすることはスポーツの世界

だけでなく、普段の仕事の中でも重要です。

日々、様々な出来事が起こります。ひとつひ

とつの出来事に振り回されることなく、平常

心で仕事をすることは自分でコントロールす

る必要があります。感情的になることは簡単

ですが、それによって後の仕事に影響が出る

ことはよくあるのではないでしょうか。今回

の渋野選手に限らず、スポーツ選手から学ぶ

ことは大きいものがあります。これからもス

ポーツ界の日本選手の活躍が本当に楽しみで

す。いよいよ来年は東京オリンピックが開催

されます。大いに期待したいものです。 



３ 

斬新な発想 ビジネスモデル 

ビジネスモデル。言い古された言葉です

が、その意味は「利益を生みだす活動の仕組

み」です。企画・製造・販売までを一貫して

おこなう「物販モデル」や他社から製品を仕

入れ販売に特化する「小売モデル」は古くか

ら存在する基本的なビジネスモデルです。さ

らに男性用カミソリやコピー機の販売に使わ

れる「消耗品モデル」は有名ですし、結婚相

談所や人材派遣など人や企業のニーズを結び

つける「マッチングモデル」はWebとの相性

が良く近年メルカリやトリバゴなど多くの

サービスが生まれ日々進化しています。さら

に最初は無料でユーザを集め追加コンテンツ

などで収益を得る「フリーミアム」や、居酒

屋でのドリンク飲み放題も現れた、定額料金

を徴収し商品やサービスを提供する「サブス

クリプション」は話題であり、ビジネスモデ

ルが改めて注目を集めています。 

それは、IT化や技術革新で商品やサービス

の模倣が容易になったこと、商品、サービス

が巷にあふれ商品自体での差別化が困難と

なったことなどが考えられます。今回は書籍

※より興味深いモデルを幾つか紹介します。 

まずは、ビックイッシューという総合雑誌を

ご存じでしょうか？イギリスロンドン生まれ

の雑誌で、書店での販売は行わず、ホームレ

スが行う路上販売のみです。名古屋市内でも

人通りの多い交差点などでみられます。事業

の目的はホームレスへの支援として、チャリ

ティではなく、仕事を提供し自立を応援する

ことです。仕組みは、最初10冊をホームレス

に無料提供します。その売り上げはすべて

ホームレスの取り分で、以降それを元手に雑

誌を仕入、販売額の5割が収入です。経済的

な自立とともに、自分で成し遂げた達成感に

よって自信を得、これが自立につながってい

くという考えが基にあります。支援と事業を

融合した興味深いモデルです。 

次はヤンキーインターンです。㈱ハッシャダ

イが取り組む、現在の売り手市場の中で恩恵

にあずかりにくい、地方出身の中学・高校卒

業者（ヤンキー等）に「職・食・住」を無料

提供し、一般教養やビジネスマナー、情報技

術などのスキルを教え即戦力化し企業に紹介

するキャリア支援事業です。収益源は企業が

支払う紹介料です。解決し難いニーズに新た

な資源を商品化したモデルです。 

最後は効率化が重要な飲食店において、非

効率にも料理の一部をオーダーメイドで提供

する定食が売りの未来食堂です。ポイントは

従業員が料理を調理する店長一人という点で

す。他の業務は飲食店経営や起業を目指すボ

ランティアによって行われています。固定費

を抑えることにより生産性を高めているので

す。また月次の売り上げ等をネットに公開

し、経営を透明化することによりボランティ

アの信頼も確保しています。 

いかがでしょうか。どれも斬新な発想で

す。事業の参考になれば幸いです。 

※知識ゼロでも今すぐ使える! ビジネスモデル見る

だけノート 宝島社 平野 敦士 カール (監修)  

株式会社 葵経営コンサルタンツ 中島 和人 
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Ⅰ 軽減税率制度の導入 

 令和元年10月1日の消費税軽減税率の導入まであと1カ月をきりました。 

 ここでは導入直前という事もあり、最も関心が高いであろう「軽減税率対象資産の譲渡」に

ついて、具体例を交えながら解説していきます。顧問先様におかれましては、改めて自社の取

引に軽減税率対象資産が含まれるかどうかを確認する機会にして頂ければ幸いです。 

 

Ⅱ 軽減税率の対象 

 軽減税率の対象として、以下のような表を目にされる機会も多いと思います。 

 次以降で、飲食料品の譲渡に関連して、もう少し詳しく見ていくことにしましょう。 

 

Ⅲ 飲食料品の譲渡 

 1. 飲食料品の範囲 

 「飲食料品」とは食品表示法に規定する食品をいい、一定の一体資産を含みます。尚、「食

品表示法に規定する食品」とは人の飲用又は食用に供されるものとして販売されるものです。 

 また、軽減税率が適用される取引か否かの判定は、その販売が人の飲用又は食用としての譲

渡であるかどうか、すなわち取引を行う時点で行うこととなります。 

  

 2. 酒税法に規定する酒類 

 酒税法に規定する酒類の譲渡は、軽減税率の対象になりません。酒税法における酒類とは、

「アルコール分1度以上の飲料」と定められています。したがって、ノンアルコールビールな

ど、アルコール分が1度未満の飲料は、軽減税率の対象になります。また、みりんは酒類です

が、アルコール分が1度未満のみりん風調味料は軽減税率の対象となります。 

葵総合税理士法人 税務会計部 長谷川 直明 
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飲食料品の譲渡 「飲食料品」とは、次の①及び②をいう。 

①食品（酒類を除く） 

②食品と食品以外の資産で構成された一体資産のうち所定の要件をみたす

もの             

 ただし、次のイ）及びロ）は含まない。 

イ）外食 

ロ）ケータリング（有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供、学校給食等

は軽減税率対象） 

新聞の譲渡 新聞の定期購読契約に基づく譲渡（週2回以上発行されるもの） 



 3. 包装材料等 

 贈答用の包装や保冷剤など、別途対価を定めている場合は、軽減税率の対象となりません。 

 ただ、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、包装材料等

も含めて軽減税率の適用対象となります。この「通常必要なものとして使用される包装材料

等」とは、飲食料品と分離された場合に不要となるようなものが該当します。 

 例えば、高額な飲食料品の場合、桐の箱等の高価な容器に入れられて販売される場合があり

ますが、桐の箱に商品名が印刷してあるなど、その飲食料品を販売する為にのみ使用されるこ

とが明らかな場合は、通常必要なものとして使用されるものに該当します。 

 

 4. 一体資産 

 食品と食品以外の資産が一つの商品を構成している場合、標準税率または軽減税率のいずれ

を適用するのかという問題が生じます。そこで次の要件をいずれも満たす場合は、「一体資

産」として整理されることになります。 

 ①食品と食品以外の資産があらかじめ一つの資産を形成し、又は構成している 

 ②その一つの資産に係る価格のみが提示されている 

具体例として、 

 ・菓子と玩具で構成されている「食玩」 

 ・食器として再利用できる陶器に入れて販売する洋菓子 

 ・紅茶とティーカップのセット商品 

 ・ビールとジュースをセットにした歳暮商品 など 

 「一体資産」の譲渡は、原則として軽減税率の適用対象ではありません。ただ、次の要件を

いずれも満たす場合には、全体に軽減税率を適用することとされています。 

 ①一体資産の対価の額（税抜価額）が1万円以下であること 

 ②一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合とし    

  て合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること 

 

 5. 外食（食事の提供） 

 飲食店業等を営む者（事業者）が、テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる

設備（飲食設備）のある場所において行う役務の提供は、軽減税率の対象となりません。 

 ①屋台や移動販売車による飲食料品の提供 

  →飲食設備がない場合や、公共のベンチ等の使用許可等をとってない場合…軽減税率 

   飲食設備がある場合や、ベンチ等の使用許可等をとっている場合…標準税率 

 ②ショッピングセンターのフードコート 

  →フードコートのテーブルや椅子はショッピングセンターの所有であり、事業者の設備で 

   はないが、両者の合意等に基づき、顧客に利用させることとされている場合は、軽減税 

   率の対象とならない。 

 ③イートインとテイクアウト 

  →テイクアウトは、飲食設備のある場所において行われたものであっても、単なる飲食料 

   品の販売であることから、軽減税率が適用される。イートインとテイクアウトの両方 

   を行っている事業者においては、相手方に意思確認をするなどの方法で判定するものと 

   する。 

 

 以上、代表的な軽減税率対象資産の譲渡について、具体例を交えて列挙しましたが、まだ書

ききれない項目が多数あります。不明瞭な取引等は是非担当者へお尋ねください。 

 

   参考文献「消費税実務~軽減税率及び新旧税率の判定と事業者の対応」金井恵美子 
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